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鳴瀬鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会川水系河川整備学識者懇談会

平成２４年１０月１９日

国土交通省 東北地方整備局

【【事業評価資料事業評価資料】】
鳴瀬川直轄河川改修事業鳴瀬川直轄河川改修事業
（鳴瀬川水系河川整備計画（鳴瀬川水系河川整備計画[[大臣管理区間大臣管理区間]]））



政策評価については、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」等に基
づき実施。

国土交通省においては、平成１０年度から事業評価を導入。（事後評価は平
成１５年度から導入）

国土交通省所管公共事業の事業評価に関する実施要領は次のとおり。

●国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領(平成23年4月1日）

●国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(平成23年4月1日） ：参考資料－３

●国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領(平成23年4月1日）

また、河川及びダム事業についての実施要領細目は次のとおり。

●河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目(平成21年12月24日）

●河川及びダム事業の再評価実施要領細目(平成22年4月1日） ：参考資料－４

●河川及びダム事業の完了後の事後評価実施要領細目（平成21年4月1日）

●ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成２２年９月２８日）
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国土交通省所管公共事業の事業評価国土交通省所管公共事業の事業評価



事業評価の事業評価の流れ流れ

2

完了後の
事後評価

（新規事業採択） （着工） （完了）

国土交通省所管公共事業

（5年継続事業中の場合）

（3年未着工の場合）

（再評価後 3年経過毎） （完了後
5年以内）

新規事業
採択時評価

再評価 再評価 再評価

河川整備計画（直轄河川改修事業等）
再評価

（策定・変更）



河川事業・ダム事業は、再評価実施要領及び事後評価実施要領に、次のとおり規定されていることから河
川整備学識者懇談会等で審議。

33

河川河川事業事業・ダム事業の再評価及び事後評価・ダム事業の再評価及び事後評価

●河川整備計画策定・変更の評価時

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第４の１（４）

（４） 河川事業、ダム事業については、河川法に基づき、学識経験者等から構成される
委員会等での審議を経て、河川整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価
の手続きが行われたものとして位置付けるものとする。

●河川整備計画策定後の河川事業・ダム事業の再評価時

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第６の６

６ 河川整備計画の点検の手続きによる場合の取扱

河川事業、ダム事業については、河川整備計画策定後、計画内容の点検のために
学識経験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価監視委
員会に代えて当該委員会で審議を行うものとする。

●河川事業・ダム事業の完了後の事後評価時

国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領第６の５

５ 河川事業及び「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」の対象とならないダム事業
の取り扱い

河川事業及び「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」の対象とならないダム事
業については、河川整備計画策定後、計画内容の点検のために学識経験者等から
構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価監視委員会に代えて当該
委員会で審議を行うものとする。

再評価実施要領第４の１（４）
の規定により、鳴瀬川水系河
川整備計画の変更にあたって
の再評価を実施する。

※上記の実施要領の規定を受け、鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会規約第２条（目的）に再評価及び事後評価について規定している。

再評価の結果は、「河川及び
ダム事業の再評価実施要領
細目第６により、事業評価監
視委員会に報告する。



再評価の視点再評価の視点及び学識者懇談会及び学識者懇談会等等の役割の役割についてについて
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再評価にあたっては、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」及び「河川及びダム事業の再評価
実施要領細目」の再評価の視点に基づき実施。

（学識者懇談会等）においては、対応方針（原案）に対し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたと
きは、意見具申を行う。

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第６の３

「事業評価監視委員会は、再評価の実施手続きを監視し、当
該事業に関して再評価の実施主体が作成した対応方針（原
案）に対して審議を行い、不適切な点又は改善すべき点がある
と認めたときは、意見具申を行うものとする。」

河川及びダム事業の再評価実施要領細目第５の１

第５ 再評価の手法

１１ 再評価の視点再評価の視点

((１１))事業の必要性等事業の必要性等
①事業を巡る社会経済情勢等の変化

1)災害発生時の影響

2)過去の災害実績

3)災害発生の危険度

4)地域開発の状況

5)地域の協力体制

6)関連事業との整合等

なお、環境整備に係る事業にあっては、上記に加え、

7)河川環境等をとりまく状況

8)河川及びダム湖等の利用状況等

②事業の投資効果

1)費用対効果分析

③事業の進捗状況

1)事業採択年

2)用地着手年、工事着手年

3)事業進捗状況等

((２２))事業の進捗の見込み事業の進捗の見込み

①今後の事業のスケジュール等

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性
①代替案の可能性の検討

②コスト縮減の方策 等

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第５の３

第５ 再評価の手法

３３ 再評価の視点再評価の視点

(1)(1)事業の必要性等事業の必要性等に関する視点に関する視点

①事業を巡る社会経済情勢等の変化

②事業の投資効果

③事業の進捗状況

(2)(2)事業の進捗の見込み事業の進捗の見込みの視点の視点

①今後の事業スケジュール等

(3)(3)コスト縮減や代替案立案等の可能性コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点の視点

①代替案の可能性の検討

②コスト縮減の方策等



鳴瀬鳴瀬川水系川水系における河川事業の経緯・概要における河川事業の経緯・概要
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事業の経緯事業の経緯
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吉田川、鶴田川、高城川と幡谷サイフォン

（品井沼流域を鳴瀬川流域から分離）

吉
田
川

→

← 鶴田川← 高城川

幡谷サイフォン

（立体交差）

吉
田
川

→

← 鶴田川← 高城川

吉
田
川

→

← 鶴田川← 高城川

幡谷サイフォン

（立体交差）

水害に強いまちづくり事業

鳴瀬川吉田川

【被災後 2011年3月12日 国土地理院撮影】

鳴瀬川吉田川

【被災後 2011年3月12日 国土地理院撮影】

鳴瀬川河口部

鳴
瀬
川

→

吉
田
川

→

背
割
堤

鳴
瀬
川

→

吉
田
川

→

背
割
堤

吉田川の背割堤

二線堤

鳴瀬川

吉田川

大崎市鹿島台市街地

凡 例
：堤防整備

：管理用道路整備

：水防災拠点整備

：市街地

水防災拠点

二線堤

鳴瀬川

吉田川

大崎市鹿島台市街地

凡 例
：堤防整備

：管理用道路整備

：水防災拠点整備

：市街地

凡 例
：堤防整備

：管理用道路整備

：水防災拠点整備

：市街地

水防災拠点

二線堤整備状況二線堤整備状況

明治43年及び大正2年の洪水を契機として、

大正 12年から直轄事業を開始。

・品井沼流域を鳴瀬川から分離する築堤、掘削、幡
谷サイフォンを整備。
・吉田川への逆流を防止する背割堤を整備。
・堤防の新設及び拡築、護岸等の整備。

昭和22年、昭和23年の台風による甚大な被害

を受けて治水計画を見直し、整備を推進。

・江合川から鳴瀬川に分派させる新江合川を掘削。

・宮城県により流域内の洪水調節施設として漆沢ダ

ム、南川ダム、宮床ダムを整備。

・水害に強いまちづくり事業として二線堤の整備を推

進。

・堤防の新設及び拡築、護岸等の整備

平成19年、『戦後の代表洪水である昭和22年9
月洪水と同規模の洪水が発生しても浸水被害

を軽減する』ことを目的として、河川整備計画を

策定。



整備目標及び主な整備内容整備目標及び主な整備内容

77

●河川の整備

○堤防の量的整備
・洪水を安全に流下させるための堤防を整備。
・河口部においては、洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を

図るための堤防を整備。

●洪水調節施設

○田川ダムおよび洪水導水路
・洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水・水道用水の供給を目的

として、昭和51年に予備調査に着手し、実施計画調査中。

 

鳴瀬川

感恩橋

船越地区

二郷地区

16. 9k

○堤防の質的整備
・堤防の浸透に対する安全性を確保する堤防の整備。
・耐震対策に関する技術的知見も踏まえ、地震等に対する安全性の点検を行い、

必要に応じて安全性を確保する堤防の整備。

 

須磨屋地区

塩釜地区

鳴瀬川

東北本線鉄道橋

21. 7k

○河道掘削
・河道の断面積を拡大する河道を掘削。

鳴瀬川中流部（16.9k付近）

河道掘削のイメージ鳴瀬川中流部（21.3k付近）

鳴瀬川上流部（35.7k付近）

堤防の質的整備イメージ

 

鳴瀬川

三本木上流地区三本木上流地区

東北新幹線鉄道橋

三本木橋

新三本木橋

35. 7k

 

計画高水位

平水位

堤防防護に
必要な幅は確保

河道掘削範囲の樹木群は必要最小限の伐採を行う

計画高水位

平水位

堤防防護に
必要な幅は確保

河道掘削範囲の樹木群は必要最小限の伐採を行う
河道掘削

※「田川ダム（鳴瀬川総合開発事業）」については、
現在、「ダム事業の検証に係る検討について」（平
成22年9月28日国土交通大臣通知）に基づく検討を
行っており、その結果に沿って、その後の事業の進
め方を改めて判断することとしています。

「鳴瀬川水系河川整備基本方針」で定めた目標に向けて、上下流の治水安全度バランスを確保しつつ段階
的かつ着実に整備を進め、洪水等による災害に対する安全性の向上を図ります。

平成19年度を初年度として、概ね30年間の河川整備により、戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と同
規模の洪水に対し、家屋の浸水被害を解消することとともに、河口部については、高潮及び津波からの被害
の防止又は軽減を図ることを目標とします。



整備後は、昭和22年9月洪水と同規模の洪水に対して、外水氾濫による床上浸水等の重大な家屋浸水

被害を防止し、水田等農地被害が軽減されます。

目標指標 現況 整備後

床上浸水世帯数 約14,500 世帯 0世帯

床下浸水世帯数 約 4,300 世帯 0世帯

床上・床下浸水世帯数 約18,800 世帯 0世帯

浸水想定面積 約 17,800ha 0ha

整備計画前後の浸水世帯数 整備計画前後の浸水想定面積
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事業の効果事業の効果【【整備計画整備計画】】

■整備計画全体事業の効果
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（１）鳴瀬（１）鳴瀬川水系川水系における河川事業の必要性等における河川事業の必要性等
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①事業を巡る社会経済情勢等の変化①事業を巡る社会経済情勢等の変化



三本木地点

落合地点

１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔①〔①事業を巡る社会情勢等の変化事業を巡る社会情勢等の変化〕〕

河川整備計画で目標としている昭和22年9月洪水と同規模の洪水発生を想定した場合の想定氾濫区域は最

大で約17,800ha、区域内の世帯数は約18,800世帯。
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昭和22年9月洪水と同規模の洪水発生時の外水氾濫による浸水想定図

している

浸水想定範囲

している

浸水想定範囲

※現況浸水想定区域図は、越水及び破堤
の危険性のある場所全ての箇所で氾濫エ
リアを重ねあわせたもので、浸水エリアの
最大範囲を示している

１）災害発生時の影響

凡 例

：浸水想定区域
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【鉄道】
JR東北本線、JR仙石線、
JR陸羽東線、仙石線、東北新幹線
【高速道路】
東北自動車道
三陸縦貫自動車道
【国道】
4号、45号、346号

道路や鉄道等の交通の途絶
、停滞に伴う周辺地域を含
めた波及被害

交通途絶によ
る波及被害

波
及
被
害

警察関連：11
消防関連： 7
市役所・町役場：10

役所、警察、消防等の防災
拠点施設が被災することに
よる、被災者救護の停滞、
治安の悪化、行政事務の停
滞等の被害

防災拠点施設
の被害

小学校：13
幼稚園： 7
保育園： 7
老人ホーム： 4
病院： 3

災害時要援護者を多数抱え
、被災しやすい保育園や小
学校などの人的被害、病院
等の救急医療の停滞等の被
害

災害時援護者
施設等の被害

重
要
施
設
被
害

鳴瀬川浸水想定区域内にある施設数想定される被害施設等被害

１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔①〔①事業を巡る社会情勢等の変化事業を巡る社会情勢等の変化〕〕

１）災害発生時の影響 （洪水氾濫による社会的な影響）

凡例

災害時要援護者施設
（小学校、幼稚園、保育園、老人ホーム）

病院
市役所・町役場
警察、消防
鉄道
高速自動車道
国道
想定氾濫区域

（昭和22.9洪水と同規模の洪水発生時の

洪水はん濫による浸水想定範囲）

昭和22年9月と同規模の洪水で浸水が想定される範囲は、保育園や小学校、病院などの災害時要援護者を

抱える施設や、消防署等の防災拠点、道路・鉄道等の主要交通等があり、洪水氾濫により公共施設や交通

等の機能が失われる可能性があります。

昭和22年9月洪水と同規模の洪水発生時の外水氾濫による浸水想定図
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１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔①〔①事業を巡る社会情勢等の変化事業を巡る社会情勢等の変化〕〕
■美里町二郷地区の例

鳴瀬川沿川の美里町二郷地区は、災害時要援護者を抱える施設や、消防署等の防災拠点、道路等があり、

洪水氾濫により公共施設や交通等の機能が失われる可能性があります。

二郷地区

凡 例

：浸水想定区域

左の写真範囲

なんごう幼稚園

なんごう保育園

美里町南郷総合支所

南郷小学校

南郷病院

涌谷消防署 南郷派出所

老人ホームいなほの里
遠田警察署二郷派出所

凡例

災害時要援護者施設
（小学校、幼稚園、保育園、老人ホーム）

病院
市役所・町役場
警察、消防
鉄道
高速自動車道
国道
想定氾濫区域

（昭和22.9洪水と同規模の洪水発生時の

洪水はん濫による浸水想定範囲）

凡例

災害時要援護者施設
（小学校、幼稚園、保育園、老人ホーム）

病院
市役所・町役場
警察、消防
鉄道
高速自動車道
国道
想定氾濫区域

（昭和22.9洪水と同規模の洪水発生時の

洪水はん濫による浸水想定範囲）

凡例

災害時要援護者施設
（小学校、幼稚園、保育園、老人ホーム）

病院
市役所・町役場
警察、消防
鉄道
高速自動車道
国道
想定氾濫区域

（昭和22.9洪水と同規模の洪水発生時の

洪水はん濫による浸水想定範囲）

昭和22年9月洪水と同規模の洪水発生時の外水氾濫

による浸水想定図（美里町二郷地区）

木間塚橋

鳴
瀬
川

大崎市鹿島台

木間塚地区

美里町二郷地区



鳴瀬川水系における主な水害状況

直轄河川改修事業の契機となった明治43 年9 月洪

水、計画見直しの契機となった昭和22 年9 月洪水、

昭和23 年9月洪水のほか、堤防決壊による浸水被害

が発生した昭和61 年8月洪水、平成14 年7 月洪水、

落合地点の最高水位が戦後第3 位を記録した平成23

年9 月洪水など、近年においても洪水被害が発生。

２）過去の災害実績（洪水被害）
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吉田川旧鹿島台（大崎市）の堤防決壊
により浸水

鳴瀬川・吉田川 鹿島台観測所付近

鳴瀬川

吉田川

新江合川

滑川

0 5 10km

青野川

花川

保野川

石巻湾

田川

鳥川

宮床川

南川

陸羽東線

東

北

縦

貫

自

動
車

道

東北新幹線

東北本線

仙石線

国道45号

国道346号

N

多田川

落合

国

道

４

号

野田橋

野蒜

三本木

味明川

善川

漆沢ダム（県）

筒砂子ダム（県）

田川ダム

南川ダム

（県）

宮床ダム

（県）

三

陸

縦

貫

自

動

車

道

鞍坪川

竹林川

西川

鳴瀬川中流堰下流

洪水導水路

 

：

：

：

：

：基準地点 
主要地点 

流域界 
既設ダム 
建設中ダム ： 

： 

：

： 
：

大臣管理区間 
計画ダム 

：

： 

正常流量基準地点 ：

昭和61年8月洪水 平成14年7月洪水

鳴瀬川

吉田川

鳴瀬川水系における主な洪水被害

流域平均
2日雨量(mm)

最大流量

(m3/s)

明治43年8月 305 約4,100
浸水耕地：田205町歩、畑219町歩
家屋全半壊131戸
床上浸水：422戸、床下浸水171戸

大正2年8月 230  -
床上浸水：約400戸（中新田）
床下浸水：470戸（中新田）

昭和22年9月
(カスリン台風)

284 約3,370
床上浸水：鳴瀬川1,150戸、吉田川850戸
床下浸水：鳴瀬川1,450戸、吉田川650戸
外水氾濫面積：鳴瀬川6,160ha、吉田川3,060ha

昭和23年9月
(アイオン台風)

261 約2,480
床上浸水：鳴瀬川251戸、吉田川1,001戸
床下浸水：鳴瀬川1,006戸、吉田川925戸
外水氾濫面積：鳴瀬川3,690ha、吉田川5,925ha

昭和25年8月 249 約2,830
床上浸水：鳴瀬川207戸、吉田川614戸
床下浸水：鳴瀬川509戸、吉田川344戸
外水氾濫面積：鳴瀬川2,360ha、吉田川4,120ha

昭和61年8月 254 約1,610
床上浸水：約1,500戸、床下浸水：約1,000戸
内水氾濫面積：吉田川3,060ha

平成6年9月 183 約1,890
床上浸水：1戸、床下浸水：3戸
内水氾濫面積：1.9ha

平成14年7月 168 約1,130
床上浸水：116戸、床下浸水：822戸
外水氾濫面積：吉田川160.8ha
内水氾濫面積：鳴瀬川38.8ha、吉田川843ha

平成23年9月 257 約1,450

床上浸水：鳴瀬川81戸、吉田川1戸
床下浸水：鳴瀬川105戸、吉田川10戸
外水氾濫面積：吉田川27.1ha
内水氾濫面積：鳴瀬川388ha、吉田川2,106ha

洪水発生年

三本木地点

被害状況

出典：概要江合・鳴瀬両河川改修工事誌（北上川下流工事事務所）、水害統計、
高水速報等、最大流量は、既往洪水からの検証による。



鳴瀬川流域においては、明治29年6月の明治三陸地震､平成15年7月の宮城県北部連続地震､平成20年6
月の岩手・宮城内陸地震などにおいて、河川管理施設を含め大きな被害が発生しています。

平成23年（2011年）3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」では、東北地方の太平洋側に甚大な被

害をもたらし、なかでも鳴瀬川の河口に位置する東松島市では、河口部に人口・資産が集中していたこともあ
り、死者1,125名、行方不明者35名、全壊家屋5,504戸、半壊家屋5,561戸に及ぶ未曾有の被害となりました。
※東松島市の被害（死者、行方不明者、全壊、半壊）は「東日本大震災における被害等状況」（宮城県 平成24 年9月7 日公表、平成24年8月31日時点）による。

２）過去の災害実績（地震・津波被害）
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過去の地震・津波災害

鳴瀬川右岸0.0k付近（東松島市野蒜）
※津波により堤防が流出

鳴瀬川左岸30.3k付近（大崎市古川）
※地震による堤防沈下

鳴瀬川

鳴瀬川

地震発生年月日 地震名 震源 地震規模 被害概要

貞観11年5月26日
（869年）

貞観地震 三陸はるか沖 M8.3 死者約1,000人

明治29年6月15日
(1896年)

明治三陸
地震津波

三陸沖 M8.2
死者約22,000人
流失・全半壊家屋1万戸以上
船の被害約7,000千隻

昭和 8年3月3日
(1933年)

昭和三陸
地震津波

三陸沖 M8.1 死者・不明3,064人

昭和35年5月21日
(1960年)

チリ
地震津波

南米チリ海溝 Ms8.3
死者・行方不明142名、
重傷者872名、家屋全壊約1,500戸
羅災世帯３万2,049戸（約16万名）

昭和53年6月12日
(1978年)

宮城県沖
地震

宮城県沖 M7.4
死者28人・負傷者1,325人、
家屋の全壊1,183棟・半壊5,574棟

平成15年5月26日
(2003年)

宮城県沖
(三陸南)

地震
宮城県沖 M7.1

負傷174名、
住宅全壊2棟、住宅半壊21棟

平成15年7月26日
(2003年)

宮城県北部
連続地震

宮城県北部 M6.4
負傷677名、
住宅全壊1276棟、住宅半壊3,809棟

平成20年6月14日
(2008年)

岩手宮城
内陸地震

岩手県内陸南部 M7.2
死者17名、行方不明者6人
負傷426人
住家全半壊176戸

平成23年3月11日
(2011年)

東北地方太
平洋沖地震

三陸沖 M9.0
死者15,868名、行方不明者2,847人
負傷6,109人
建築物全壊129,340戸、半壊264,035戸

鳴瀬川

鳴瀬川右岸13.0k付近（大崎市木間塚
※地震による堤防沈下

H23 東北地方太平洋沖地震

H15 宮城県北部地震

※ Ｍs：表面波マグニチュード

※



鳴瀬川流域における堤防整備状況位置図
（平成22年3月末時点）

３）災害発生の危険度
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 鳴瀬川

暫定堤
57.1km

64.8%

未施工

0.0km

0.0%

完成堤
31.0km

35.2%

吉田川

完成堤
41.1km
68.9%

未施工
0.8km
1.4%

暫定堤
17.7km
29.7%

堤防の整備状況は下記のとおりであり、堤防整備が完了していない区間が多い。

・堤防整備が必要な区間が約150km
・完成堤防（必要な断面（堤防高や幅）が確保されている堤防）が４９％
・暫定堤防（必要な断面が不足している堤防）が５０％
・無堤部（堤防が未整備の区間）が１％

堤防整備率（平成22年3月末時点）

▽計画高水位

平水位

ａ
ａ

鳴瀬川における河道整備横断図（ａ－ａ）

築堤
河道掘削



４）地域開発の状況（事業に係わる地域の人口、資産等の変化）

1616

１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔①〔①事業を巡る社会情勢等の変化事業を巡る社会情勢等の変化〕〕

鳴瀬川流域内市町村人口の推移
出典：宮城県統計年鑑

鳴瀬川流域における農業生産額・製造品出荷額の推移

出典：宮城県統計年鑑

52 52 53 53 53 52
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合計人口 その他の市町村 大崎市 富谷町・大和町

・流域内市町村の総人口は平成12年をピークにほぼ同程度で推移しており、平成22年時点で約52万人。
（河口の東松島市では、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波による影響等により、

人口が約4.3万人（H23.3.1時点）から約4.0万人（H24.9.1時点）へ減少）

・農業生産額は緩やかな減少傾向で推移しており、平成17年で803億円（宮城県内合計の約40%）。

・製造品出荷額は平成12年まで増加傾向、近年は横ばいで推移しており、平成17年で10,795億円
（宮城県内合計の約28%）。
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６）関連事業との整合

○県・市町村との連携による事業の推進

大崎市鹿島台地区の「水害に強いまちづくり」事業による二線堤の整備においては、宮城県と連携し、二

線堤と国道346号の改築を実施するなど、効率的・効果的な事業の推進に努めています。

○河口部での整備における震災復興事業との調整

河口部の堤防整備にあたっては、東松島市の震災復興基本計画との整合を図り、まちづくりと一体となっ

た減災対策を進めるため、関係する行政機関からなる「石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議」を組

織し、各種の情報を共有し円滑な事業の実施に努めています。

５）地域の協力体制等
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○改修促進期成同盟会等により毎年、河川改修についての促進要望がなされています。

・・ 江合・鳴瀬・吉田川直轄改修促進期成同盟会（昭和江合・鳴瀬・吉田川直轄改修促進期成同盟会（昭和4747年年55月月1919日設立）日設立）

・・ 鳴瀬川総合開発促進期成同盟会鳴瀬川総合開発促進期成同盟会 （平成（平成1919年年66月月88日設立）日設立）

行政機関（国、県、市）の情報共有・連携強化
●石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会

(H23.11.8～)
・石巻市長 ・東松島市長
・東部土木事務所長
・石巻港湾事務所長
・東部地方振興事務所長
・北上川下流河川事務所長 第１回連絡調整会議（H23.11.8）



（１）鳴瀬（１）鳴瀬川水系川水系における河川事業の必要性等における河川事業の必要性等
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②事業の投資効果②事業の投資効果



治水事業における費用便益分析の対象治水事業における費用便益分析の対象
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費用便益分析における費用便益比の算出費用便益分析における費用便益比の算出

費
用 維持管理費

建設費
現在価値

氾濫シミュレーション 総事業費（建設費）の算出

想定被害額の算出

維持管理費の算出

総費用（C）の算出（現在価値化）

年平均被害軽減期待額

残存価値の算出

総便益（B）の算出（現在価値化）

総便益（Ｂ） 総費用（C）

H20 H25 H30 H35 H40 H44 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H95

便
益

便益

現在価値

整備期間30年（H19～H48） 施設完成後の評価期間50年（H49～H98）

評価時点 H24

費用便益比
（B／Ｃ）

各年の便益

各年の費用

評価時点 ： H24年を評価期間とし、整備期間＋施設完成後５０年間を評価対象期間とする。

現在価値化 ： 総費用（B）、総便益（C）は、いずれも社会的割引率（４．０％）により現在価値化した額の総和とする。

残存価値 ： 便益には整備した施設の残存価値（５０年後の価格）を含む。

①

②

③

残存価値

2020



氾濫シミュレーションと想定被害額の算出氾濫シミュレーションと想定被害額の算出

L1ブロック

R1ブロック

L2ブロック

R2ブロック

確
率
規
模
と
と
も
に
浸
水
面
積
も
増
大

・ 確率規模の異なるケースの洪水
を想定して氾濫解析を実施。

・ 事業実施前と事業実施後の浸
水が想定される区域を求める。 ダム

ダム

ダム

事業実施前の浸水が想
定される区域解析結果

事業実施後の浸水が想定
される区域解析結果

＊確率
規模

１／１０

１／５０

１／８０

１／１００

１／２０

●
●
●

●
●

●
●
●

・氾濫計算は、各氾濫ブロックで確率規
模ごとに実施。なお、上流のブロックの越
水・溢水を考慮して下流ブロックの氾濫
計算を実施し、ブロックごとの最大浸水被
害を推定。

・氾濫計算の外力は、河川整備基本方針
で想定している降雨を用いる

事業実施前
想定被害額

事業実施後
想定被害額

＊確率規模：洪水の発生確率を示す。

①氾濫シミュレーション

②想定被害額の算出
・ 氾濫シミュレーション結果に基づき、
確率規模別の想定被害額を算出。

Without With

ダム

●
●
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今回の費用便益比分析の算定条件の設定について
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・評価規模 ： 河川整備基本方針規模

・維持管理費 ： 新たに完成する治水施設の管理に必要な維持費
を積み上げ計上

・資産データ ： H17国勢調査、H18事業所統計、H7延床面積
を使用

・評価額 ： H21年評価額

※年平均被害軽減期待額：「整備計画」、「残事業」、「当面事業」
の3時点で算出

※治水経済調査マニュアル（案）〔平成17年4月〕に基づき算出

③便益及び費用の算定方法

・整備計画策定時（H19時点）
・現況河道（H22時点）
・当面の整備後 （H28時点）
・整備計画河道（H48時点）

②河道条件

河道整備（堤防整備、河道掘削等）
田川ダム（直轄管理区間を対象とする）

①評価対象

前回の検討（H22）今回の検討（H24） ※変更点赤書き

①評価対象

河道整備（堤防整備、河道掘削等）
田川ダム（直轄管理区間を対象とする）

②河道条件

整備計画策定時（H19時点）
・現況河道（H24時点）
・当面の整備後 （H31時点）
・整備計画河道（H48時点）

③便益及び費用の算定方法

・評価規模 ： 河川整備基本方針規模

・維持管理費 ： 新たに完成する治水施設の管理に必要な維持費
を積み上げ計上

・資産データ ： H17国勢調査、H18事業所統計、H17延床面積
を使用

・評価額 ： H23年評価額

※年平均被害軽減期待額：「整備計画」、「残事業」、「当面事業」
の3時点で算出

※治水経済調査マニュアル（案）〔平成17年4月〕に基づき算出

○今回の費用便益比分析における治水事業の便益としては、施設による洪水防御の便益のみを計上して
おり、津波や高潮に対する被害軽減に伴う便益は考慮していません。また、堤防の質的整備に関する便益
は含まれていません。

○平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び地震に伴う津波によって流失した資産等の状

況については、被災後の基礎データが整備されていないこと、並びに今後の復興状況が現時点で不明確な
部分があることから、今回の費用便益比分析にあたっては、被災前の状況等に基づき算定しています。

○なお、地震等により被災した堤防等については、災害復旧事業によって復旧等されることから、今回の費
用便益比分析の費用には見込んでいません。



１）費用対効果分析〔整備計画（H19～H48）〕

項 目 全体事業
（治水+流水の正常な機能の維持）

全体事業
（治水）

Ｃ
費
用

建設費 [現在価値化] ① 1,073億円 934億円

維持管理費 [現在価値化] ② 71億円 52億円

総費用 ③=①+② 1,144億円 987億円

Ｂ
便
益

便益 [現在価値化] ④ 5,659億円 5,282億円

残存価値 [現在価値化] ⑤ 34億円 31億円

総便益 ⑥=④+⑤ 5,693億円 5,313億円

費用便益比(CBR) Ｂ／Ｃ 5.0 5.4
純現在価値(NPV) Ｂ－Ｃ 4,549億円 4,326億円

経済的内部収益率(EIRR) 29.9％ 18.5％

2323

１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔②〔②事業の投資効果事業の投資効果〕〕

項 目 全体事業
（治水+流水の正常な機能の維持）

全体事業
（治水）

Ｃ費用（総費用） [現在価値化] ③ 1,144億円 987億円

Ｂ便益（総便益） [現在価値化] ⑥ 5,272億円 4,892億円

費用便益比(CBR) Ｂ／Ｃ 4.6 5.0

※東北太平洋沖地震津波による壊滅的な被害を受けた地区（鳴瀬川の河口部）における被害防止便益を計上せずに試算

［参考］東日本大震災に伴う資産状況の変化による費用便益比への影響度合の試算



２）費用対効果分析〔残事業（H25～H48）〕

項 目 残事業
（治水+流水の正常な機能の維持）

残事業
（治水）

Ｃ
費
用

建設費 [現在価値化] ① 727億円 608億円

維持管理費 [現在価値化] ② 61億円 42億円

総費用 ③=①+② 788億円 651億円

Ｂ
便
益

便益 [現在価値化] ④ 4,156億円 3,834億円

残存価値 [現在価値化] ⑤ 23億円 20億円

総便益 ⑥=④+⑤ 4,179億円 3,853億円

費用便益比(CBR) Ｂ／Ｃ 5.3 5.9
純現在価値(NPV) Ｂ－Ｃ 3,391億円 3,203億円

経済的内部収益率(EIRR) 53.8％ 34.3％
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１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔②〔②事業の投資効果事業の投資効果〕〕

5.4
6.8

全体事業
（治水）

今回（平成24年度）

平成22年度時点 6.2

項 目 全体事業
（治水+流水の正常な機能の維持）

費用便益比(CBR) Ｂ／Ｃ
5.0

３）平成22年の再評価時点での事業に対するＢ／Ｃとの比較



４）感度分析
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（単位：億円）

１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔②〔②事業の投資効果事業の投資効果〕〕

○Ｈ１９～Ｈ４８ 全体事業
（河道整備＋田川ダム〔治水分＋流水の
正常な機能の維持分〕）

○Ｈ１９～Ｈ４８ 全体事業
（河道整備＋田川ダム〔治水分〕）

10% -10% 10% -10% 10% -10%

総費用（現在価値化） 1,144 1,217 1,071 1,118 1,169 1,144 1,144

総便益（現在価値化） 5,693 5,728 5,659 5,626 5,748 6,205 5,182

費用便益比（Ｂ/Ｃ） 5.0 4.7 5.3 5.0 4.9 5.4 4.5

総費用（現在価値化） 987 1,048 926 965 1,008 987 987

総便益（現在価値化） 5,313 5,315 5,311 5,254 5,359 5,825 4,801

費用便益比（Ｂ/Ｃ） 5.4 5.1 5.7 5.4 5.3 5.9 4.9

全体事業
（治水＋流水の正
常な機能の維持）

全体事業
（治水）

全体事業 基本

感度分析

残事業費 残工期 資産

5.0

5.3

5.0

5.4

4.7

4.9

4.5

0

1

2

3

4

5

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

【B/C】

基本

残事業費（±10％）

残工期（±10％）

資産（±10％）

【影響要因】

5.4

5.7

5.4

5.9

5.1

5.3

4.9

0

1

2

3

4

5

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

【B/C】

基本

残事業費（±10％）

残工期（±10％）

資産（±10％）

【影響要因】



（１）鳴瀬（１）鳴瀬川水系川水系における河川事業の必要性等における河川事業の必要性等
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③事業の進捗状況③事業の進捗状況



１．事業の必要性等１．事業の必要性等〔③〔③事業の進捗状況事業の進捗状況〕〕
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■洪水調節施設として田川ダム及び洪水導水路に係る実施計画調査を進めています。

■なお、現在、 「田川ダム（鳴瀬川総合開発事業）」については、現在、「ダム事業の検証に係る検討について」（平成22年9月28日

国土交通大臣通知）に基づく検討を行っており、その結果に沿って、その後の事業の進め方を改めて判断することとしています。

２）洪水調節施設（田川ダム及び洪水導水路）

■現在は、平成6年9月洪水や平成21年10月洪水などで被害を受けた鳴瀬川中流部、支川多田川地区、吉田川上流地区等で整
備を実施しています。

１）河川改修事業

被災状況

鳴瀬川

応急復旧状況

仮締切：【完了：２３年６月２５日】

本復旧状況

鳴瀬川 鳴瀬川

【施工中：２４年９月４日】

鳴瀬川左岸30.0k-6～30.5k+30 延長320m （大崎市古川下中ノ目）

築堤（鳴瀬川左岸8.0k付近 ） 河道掘削（吉田川29.7k付近）

吉田川

鳴瀬川

■また、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により被災した堤防等の河川管理施設に関する応急復旧工事は平成23
年6月までに完了しており、本格的な復旧工事については、今年度中の完成に向け、現在工事を実施しています。河口部に
ついては高潮及び津波からの被害の防止又は軽減に必要な堤防整備を平成27年度までに実施します。



（２）鳴瀬（２）鳴瀬川水系川水系における河川事業の進捗の見込みにおける河川事業の進捗の見込み
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【整備計画（30年）の整備目標】

戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と同規模の洪水に対し、家屋の浸水被害を解消することとともに、
河口部については、高潮及び津波からの被害の防止又は軽減。

【当面整備（7年）の整備目標】

近年の平成6年9月洪水及び平成21年10月洪水で家屋浸水被害を受けた地区の整備を優先的に実施。

東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により甚大な被害を受けた河口部においては、災害復旧とあ
わせ、河口部での高潮及び津波からの被害の防止又は軽減に必要な堤防整備を平成27年度までに実施。

【当面整備とは・・・】

河川改修事業については、これまでも一定期間が経過した

事業について事業再評価を実施してきましたが、より一層、

事業の効率性の向上及び透明性を確保するため、当面の

段階的な整備（５～７年程度）に関して、事業箇所や事業内

容を明らかにし、費用対効果を含む総合的な事業評価を実

施することとしています。

鳴瀬川水系においては、東北地方太平洋沖地震により被

災した河口部の災害復旧とあわせた堤防整備、平成6年・

平成21年洪水で浸水被害を受けた地区の堤防整備を優先

することとしていますが、一定の効果が発現する７年間

（H25～H31）を当面整備期間と設定しています。

２．事業の進捗の見込み２．事業の進捗の見込み〔①〔①今後の事業スケジュール今後の事業スケジュール〕〕
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（注）図中の赤着色は当面7ヶ年で実施する事業の整備期間を示す

（注）図中の緑着色はH32年から概ね17年間で実施する事業の整備期間を示す

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

　河川改修（新江合川合流点下流） 　築堤・河道掘削
① ②

　河川改修（新江合川合流点下流） 　築堤・河道掘削
① ③

　支川多田川 　築堤
①

　堤防質的整備

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

　水害に強いまちづくり 　二線堤

　河川改修（三川合流上流） 　築堤・河道掘削
① ③

　河川改修（三川合流下流） 　築堤・河道掘削
① ②

　堤防質的整備

第２段階（河川整備計画対応）

H32から概ね１７年間

昭和22年9月洪水規模対応

整備メニュー

第１段階（当面の対策） 第２段階（河川整備計画対応）

平成21年10月洪水規模対応 昭和22年9月洪水規模対応

H25から概ね７年程度 H32から概ね１７年間

吉
田
川

第１段階（当面の対策）

H25から概ね７年程度

平成6年9月洪水規模対応

整 備 目 標

鳴
瀬
川

整備メニュー

整 備 目 標 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和22年9月洪水規模対応
　新江合川合流点下流　：　昭和22年9月洪水規模対応
　新江合川合流点上流　：　平成6年9月洪水規模対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和22年9月洪水規模対応平成21年10月洪水規模対応



3030

２．事業の進捗の見込み２．事業の進捗の見込み〔①〔①今後の事業スケジュール今後の事業スケジュール〕〕

■整備位置図

している

浸水想定範囲

している

浸水想定範囲

※現況浸水想定区域図は、越水及び破堤
の危険性のある場所全ての箇所で氾濫エ
リアを重ねあわせたもので、浸水エリアの
最大範囲を示している

凡 例

：浸水想定区域



当面事業の実施後には、平成6年9月洪水、平成21年10月洪水で浸水被害のあった地区における外水
氾濫による浸水被害が軽減されます。

当面整備前後の浸水世帯数 当面整備前後の浸水想定面積
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２．事業の進捗の見込み２．事業の進捗の見込み〔①〔①今後の事業スケジュール今後の事業スケジュール〕〕

■当面事業の効果

約700ha約15,600ha約17,800ha浸水想定面積

約3,300世帯約15,500世帯約18,800世帯床上・床下浸水世帯数

－約4,900世帯約4,300世帯床下浸水世帯数

約3,900世帯約10,600世帯約14,500世帯床上浸水世帯数

浸水解消当面の事業整備後現況目標指標
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現　　況 当面事業整備後

浸
水

世
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数

約 18,800 世帯

約 15,500世帯
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現　　況 当面事業整備後

浸
水

想
定

面
積

(h
a)

約 17,800 ha

約　15,600　ha



項 目
当面事業

（河川整備のみ）

Ｃ
費
用

建設費 [現在価値化] ① 150億円

維持管理費 [現在価値化] ② 4億円

総費用 ③=①+② 154億円

Ｂ
便
益

便益 [現在価値化] ④ 1,739億円

残存価値 [現在価値化] ⑤ 9億円

総便益 ⑥=④+⑤ 1,747億円

費用便益比(CBR) Ｂ／Ｃ 11.3
純現在価値(NPV) Ｂ－Ｃ 1,593億円

経済的内部収益率(EIRR) 52.7％

32

※田川ダムを除いた河川整備のみの結果

32

１）費用対効果分析〔当面事業〕

２．事業の進捗の見込み２．事業の進捗の見込み〔①〔①今後の事業スケジュール今後の事業スケジュール〕〕



（３）コスト縮減や代替案立案の可能性（３）コスト縮減や代替案立案の可能性

3333



集草・梱包した刈草の酪農家等への無償提供

○河道掘削で発生する土砂の有効利用
●鳴瀬川の河道改修に伴い、河道掘削により発生した土を堤防強化及び築堤の各箇所で流用し、コスト縮減に努めます。

（そのまま流用することが困難な場合は、築堤材料として使えるように土質改良を行います。

また、県・市町村が実施する事業への活用を図っています。)

■コスト縮減の方策

○刈草及び伐採木のリサイクル
●堤防の除草など河川管理により発生した刈草や流木は、バイオマスとして農家の家畜の敷

きわらや飼料、まき等に利用されており、地域内での有効利用の他処理費用のコスト削減を
図っています。

３．コスト縮減や代替案等の可能性３．コスト縮減や代替案等の可能性

3434 ホームページでの広報状況

 

 

 

河道掘削 築 堤

堤防強化

堤防除草の状況（鳴瀬川）

掘削土をリサイクルするため、2つの工法で土質改良を実施。左：掘削土に
固化材（石灰・セメント）を混合 右：掘削土（砂）に山土と砕石を混合。



４．県からの意見４．県からの意見

宮城県知事より以下の回答を頂いております。

県 事業名 意 見

宮城県 鳴瀬川直轄河川改修事業
（鳴瀬川水系河川整備計画

［大臣管理区間］）

事業の継続実施に異議ありません。
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５．対応方針（原案）５．対応方針（原案）

①事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
・ 流域内の市町村の総人口、総世帯数は、平成12年をピークにほぼ同程度で推移しており、平成22年時点で約52万人。

・ 農業生産額は、緩やかな減少傾向で推移しており、平成17年で803億円（宮城県合計の約40%）。

・ 製造品出荷額は、平成12年まで増加傾向、近年は横ばいで推移しており、平成17年で10,795億円（宮城県合計の約28%）。

・ 流域内には、大崎市、東松島市など資産の集中している地域が多く、大規模な洪水氾濫が発生した場合、住民の生活や農産物、工業生産、物流な
どへの社会的影響が想定される。

・ 鳴瀬川水系における治水安全度は未だ十分ではなく、流下能力が不足する区間が多く存在。

・ 近年でも平成14年7月や平成23年9月に発生した洪水で床上浸水等の甚大な被害が発生。

２）事業の投資効果
・ 概ね３０年間の事業の費用便益比 ： （治水＋流水の正常な機能の維持） ５．０ （治水） ５．４

・ 残事業（H25～H48）の費用便益比 ： （治水＋流水の正常な機能の維持） ５．３ （治水） ５．９

・ 当面整備（H25～H31の７年間） ： （河川整備のみ） １１．３

②事業の進捗の見込みの視点
・ 平成6年9月洪水や平成21年10月洪水などで家屋浸水被害を受けた地区（鳴瀬川中流部、支川多田川、吉田川上流部）で整備を実施中。

・ 東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により甚大な被害を受けた河口部においては、災害復旧とあわせ、河口部の高潮及び津波からの被害の
防止又は軽減に必要な堤防整備を平成27年度までに実施します。

・ 鳴瀬川総合開発事業は、検証の対象に区分している事業であることから、新たな段階に入らず、現段階を継続するものとし、 「ダム事業の検証に係る
検討について」（平成22年9月28日国土交通大臣通知）に基づく検討を行っており、その結果に応じてその後の事業の進め方を改めて判断することとし

ています。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・ 河道掘削による発生土砂の堤防整備への流用や他機関が実施する公共事業への活用等により、残土処分の縮減に努めています。

・ 堤防の刈草や河道の伐採木等は、地域の方々への無償で利用していただくなど、処分費の縮減に努めています。

・ 代替案立案の可能性については、整備計画策定時点に目標達成に要するコスト及び効果発現時期等の観点から検討を実施した結果、今回提示する
河道改修等と鳴瀬川総合開発事業を組み合わせた治水対策が妥当と判断したところですが、 現在、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施

要領細目」に沿って検証に係る検討を実施しています。 3636

鳴瀬川流域における治水対策の必要性、重要性に変化はなく、概ね３０年間の事業の投資効果も確認
できることなどから、事業を継続します。


